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4444----10101010    扶養扶養扶養扶養・・・・基礎控除基礎控除基礎控除基礎控除（（（（本書掲載本書掲載本書掲載本書掲載    161161161161 頁頁頁頁））））    

【扶養親族】 

□ 扶養親族の合計所得金額を判定するのに、分離課税の譲渡所得の特別控除後の金額で判定していな

いか。 

□ 純損失等の繰越控除がある場合には、繰越控除前の所得金額で判定したか。 

□ 非居住者を扶養親族とする場合、国外源泉所得を含めて判定していないか。 

□ 内縁関係にある配偶者の子供を扶養控除の対象としていないか。 

□ 生計を一にしていない故郷の両親を扶養親族としていないか。 

□ 年の途中で亡くなった扶養親族について、扶養控除の対象としているか。 

□ 年の途中で亡くなった者の控除対象配偶者とされた者について、扶養控除の対象としているか。 

□  

□  

 

【扶養控除額】 

□ 年齢が６５歳以上であれば、老人扶養親族に該当すると考えていないか。 

□ 故郷の両親について、58 万円の扶養控除を適用していないか。 

□ 介護老人福祉施設に入居している者を同居老親等の扶養親族としていないか。 

□ 事業専従者を扶養控除の対象としていないか。 

□ 23 歳を超えている扶養親族を、特定扶養親族としていないか。 

□  

□  

【判 定】 

□ その年の 12 月 31 日現在の現況で、生計を一にしているか。 

□  

□  
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